
  

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒見積高算定に関しては、貸倒実績率に著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸残高に基づき、合理的方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は983百万円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は983百万円であります。 

  

 （表示方法の変更）  

 四半期連結損益計算書関係 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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